
私立高等学校等経常費助成費補助金（一般補助）交付要綱 

昭 和 51年 12月 21日 文部大臣裁定  

令 和 ８ 年 ４ 月 21日 一 部 改 正 

（通則） 

第１条  私立高等学校等経常費助成費補助金（一般補助）（以下「補助金」という。）の交付に

ついては、私立学校振興助成法（昭和５０年法律第６１号。以下「助成法」という。）及び同法

施行令（昭和５１年政令第２８９号。以下「助成法施行令」という。）並びに補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）

及び同法施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適正化法施行令」という。）に定めるも

ののほか、この要綱に定めるところによる。 

（補助金の交付対象とする都道府県） 

第２条  文部科学大臣は、助成法第９条及び附則第２条並びに助成法施行令第４条第１項第１号

及び同条第２項の規定に基づき、都道府県が私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、

高等学校（広域通信制課程を除く。）、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園（以下「小

学校等」という。）の専任教職員給与費を含む教育に必要な経常的経費に対する補助金（都道

府県が行う私立の幼稚園又は幼保連携型認定こども園（以下「幼稚園等」という。）の専任教

職員給与費を含む教育に必要な経常的経費に対する補助の金額の算定の基礎となる幼稚園等中

に、助成法附則第２条第５項の期間を経過した日後において学校法人によって設置されること

となった幼稚園等がある場合には、当該幼稚園等が学校法人によって設置されることとなった

日の属する年度における当該幼稚園等に係る補助の金額については、当該都道府県が当該幼稚

園等に対して行う補助の金額又は当該都道府県の算定方法により当該幼稚園等が当該年度の当

初から学校法人によって設置されることとなったものとみなして算定した補助の金額を１２で

除して得た金額に当該年度の当初から当該幼稚園等が学校法人によって設置されることとなっ

た日の前日の属する月までの月数を１２月から控除した月数を乗じて得た金額のいずれか低い

金額として、当該都道府県が行う私立の幼稚園等の補助の金額を算定するものとする。）（以

下「都道府県補助金」という。）を交付する場合、当該都道府県に対し、予算の範囲内で補助

金を交付する。 

（補助金の額） 

第３条  補助金の額は定額とし、別表第１に定める小学校等又は課程の区分（以下「学校等の区

分」という。）ごとの都道府県補助金の幼児、児童又は生徒（以下「児童等」という。）１人当

たりの金額（当該金額が別に定める金額（学校等の区分毎に算出した経常的経費の児童等１人

当たりの額の２分の１の額）を超える場合は、その金額とする。）に応じた別に定める国庫補

助単価（特別な事情がある都道府県に係る場合にあっては、当該金額を別表第２に定めるとこ

ろにより補正して得た金額）に、当該都道府県の区域内にある私立の小学校等の学則で定めた

収容定員（幼保連携型認定こども園にあっては、園則で定めた利用定員）（当該年度の５月１

日現在に在学している児童等の数（ただし幼稚園等については、当該年度の５月１日現在に在

学している園児の数に、当該年度の１月における幼稚園等の始業日に在学している、当該年度

中に満３歳に達し当該年度の５月２日以降に入園した園児の数を加えた数）（以下「実員」と

いう。）が当該収容定員に満たない場合には、実員とする。）の学校等の区分ごとの当該年度

の合計数（都道府県補助金の補助の対象とならない小学校等は除く。）を乗じて得た金額の合

計額以内とする。 

２  前項の都道府県補助金の児童等１人当たりの金額は、学校等の区分ごとに、都道府県補助金

を当該都道府県の区域内にある私立の小学校等（都道府県補助金の補助の対象とならない小学

校等は除く。）の当該年度の５月１日に在学している児童等の数（ただし幼稚園等については、

当該年度の５月１日現在に在学している園児の数に、当該年度の１月における幼稚園等の始業

日に在学している、当該年度中に満３歳に達し当該年度の５月２日以降に入園した園児の数を

加えた数）で除して得た金額とする。 
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（学校法人立以外の幼稚園等に係る補助） 

第４条  前２条の補助金算定の基礎とする学校法人立以外の幼稚園等は、設置者が学校法人化の

ための努力をする幼稚園及び幼保連携型認定こども園とする。 

２  都道府県知事は、補助金算定の基礎となった学校法人立以外の幼稚園等の学校法人化の状況

について、補助金の交付の決定をした会計年度の翌会計年度の７月３１日までに様式第１によ

り、文部科学大臣に報告するものとする。 

３  文部科学大臣は、前項の報告により、補助金算定の基礎となった幼稚園等の設置者が学校法

人化のための努力を払っていないと認められる場合には、当該幼稚園等を補助金算定の基礎と

しないものとする。また、補助金算定の基礎となった幼稚園等が、助成法附則第２条第５項の

期間を経過した日において学校法人によって設置されることとなっていない場合は、当該年度

以降当該幼稚園等を補助金算定の基礎としないものとする。 

 

（補助対象経費） 

第５条  補助金の対象とする経費は、都道府県補助金のうち第３条に定める定額に相当する金額

を学校法人（学校法人以外の者で、補助金算定の基礎となった幼稚園等を設置するものを含む。）

に対して交付するに要する経費とする。 

 

（申請手続） 

第６条  都道府県知事は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第２による交付申請書を

文部科学大臣に提出しなければならない。 

 

（交付決定の通知） 

第７条  文部科学大臣は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、速やかに審査の

上交付決定を行い、様式第３による交付決定通知書を都道府県知事に送付するものとする。 

２ 交付の申請が文部科学省に到達してから交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間

は、３０日とする。 

 

（申請の取下げ） 

第８条  都道府県知事は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより

補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定通知書に示された期日までにその旨

を記載した交付申請取り下げ書を文部科学大臣に提出しなければならない。 

 

（計画変更の承認） 

第９条  都道府県知事は、第２条の補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）

の内容を変更しようとするときは、あらかじめ様式第４による計画変更承認申請書を文部科学

大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、文部科学大臣が補助金の額を決定

するに当たって算定の基礎となる国庫補助単価に変更を及ぼさない範囲内での変更を除く。 

２  文部科学大臣は、前項の承認をする場合において必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は

条件を付することがある。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１０条  都道府県知事は、補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、速やかにその旨を

記載した中止（廃止）承認申請書を文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第１１条  都道府県知事は、補助事業の遂行及び支出状況について文部科学大臣の要求があった

ときは、速やかに様式第５による状況報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１２条  都道府県知事は、補助事業を完了したとき（廃止の承認を受けたときを含む。）は、
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その日から３０日を経過した日又はその翌会計年度の４月１０日のいずれか早い日までに、補

助金の交付決定に係る国の会計年度が終了した場合（補助事業が完了せずに国の会計年度が終

了した場合）には、補助金の交付の決定をした会計年度の翌会計年度の４月３０日までに、様

式第６による実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、実績報告書の提出期限について文部科学大臣の別段の承認を受けたと

きは、その期限によることができる。 

３ 第１項に規定する補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合における実績報告

書には、翌会計年度に行う補助事業に関する計画を記載した資料を添付しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１３条  文部科学大臣は、前条の規定による補助事業の完了若しくは廃止に係る実績報告書

の提出を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、そ

の報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第９条に基づく承認をした場

合は、その承認された内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補

助金の額を確定し、都道府県知事に通知する。 

２  文部科学大臣は、都道府県知事に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその

額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日とし、期限内に納付がない場

合は、未納に係る金額に対して、その未納にかかる期間に応じて年利 10.95％の割合で計算し

た延滞金を徴するものとする。 

 

（交付決定の取消等） 

第１４条  文部科学大臣は、第１０条の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次

に掲げる場合には、第７条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することがで

きる。 

（１）都道府県知事が、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに附した条件又は適正化法及

び適正化法施行令その他の法令若しくはこの要綱又はこれらに基づく文部科学大臣の処分

若しくは指示に違反した場合 

（２）都道府県知事が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

（３）都道府県知事が、補助事業に関して不正、怠慢、その他の不適当な行為をした場合 

（４）交付決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなく

なった場合 

２ 文部科学大臣は、前項の取り消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に対す

る補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。 

３ 文部科学大臣は、第１項第１号から第３号までの理由により、前項の返還を命ずる場合には、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利 10.95％の割合で計

算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還については、前条第３項の規定を準用する。 

 

（補助金の経理） 

第１５条  都道府県知事は、補助事業についての収支簿を備え他の経理と区分して補助事業の収

入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２  都道府県知事は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支

簿とともに補助事業の完了の日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（補助金調書） 

第１６条  都道府県知事は、補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及

び科目別計上金額を明らかにする様式第７による調書を作成しておかなければならない。 

 

（電磁的方法による提出） 

第１７条 都道府県知事は、適正化法、適正化法施行令又は本要綱の規定に基づく申請、届出、
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報告その他文部科学省に提出するものについては、電磁的方法（適正化法第２６条の３第１項の

規定に基づき文部科学大臣が定めるものをいう。）により行うことができる。 

 

（電磁的方法による通知等） 

第１８条 文部科学大臣は、適正化法、適正化法施行令又は本要綱に規定する通知、承認、指示

又は命令（以下「通知等」という。）について、都道府県知事が書面による通知等を受けること

を予め求めた場合を除き、電磁的方法により通知等することができる。この場合、文部科学大

臣は都道府県知事に到達確認を行うものとする。 

 

 附 則 

第１条 この要綱中、高等学校及び幼稚園には、構造改革特別区域法（平成１４年法律第１８９

号）第２０条第１項に規定する公私協力学校を含まないものとする。 

 

第２条 平成２３年度については、東日本大震災による児童等の数の変動が激しいことから、第

３条の規定にかかわらず、次のとおり取り扱うものとする。 

 （１）補助金の額は定額とし、別表第１に定める小学校等又は課程の区分（以下「学校等の区

分」という。）ごとの都道府県補助金の幼児、児童又は生徒（以下「児童等」という。）１

人当たりの金額（当該金額が別に定める金額（学校等の区分毎に算出した経常的経費の児

童等１人当たりの額の２分の１の額）を超える場合は、その金額とする。）に応じた別に

定める国庫補助単価（特別な事情がある都道府県に係る場合にあっては、当該金額を別表

第２に定めるところにより補正して得た金額）に、当該都道府県の区域内にある私立の小

学校等の５月１日若しくは９月１日現在に在学している児童等の数又は前年度の５月１日

現在に在学している児童等の数に０．９を乗じた数のいずれか大きい方（ただし幼稚園に

ついては、当該年度の５月１日若しくは９月１日現在に在学している園児の数又は前年度

の５月１日現在に在学している児童等の数に０．９を乗じた数のいずれか大きい方に、当

該年度の１月における幼稚園の始業日に在学している、当該年度中に満３歳に達し当該年

度の５月２日以降に入園した園児の数を加えた数）の学校等の区分ごとの当該年度の合計

数（都道府県補助金の補助の対象とならない小学校等は除く。）を乗じて得た金額の合計

額以内とする。 

 （２）前項の都道府県補助金の児童等１人当たりの金額は、学校等の区分ごとに、都道府県補

助金を当該都道府県の区域内にある私立の小学校等（都道府県補助金の補助の対象となら

ない小学校等は除く。）の当該年度の５月１日に在学している児童等の数に９月１日に在

学している児童等の数を加え２で除した数（ただし幼稚園については、当該年度の５月１

日に在学している児童等の数に９月１日現在に在学している園児の数を加え２で除した数

に、当該年度の１月における幼稚園の始業日に在学している、当該年度中に満３歳に達し

当該年度の５月２日以降に入園した園児の数を加えた数）で除して得た金額とする。 

 

第３条 平成２４年度については、東日本大震災による児童等の数の変動を勘案し、第３条第１

項の規定にかかわらず、岩手県及び宮城県においては（１）のとおり、福島県においては（２）

のとおり、その他の都道府県については（３）のとおり取り扱うものとする。 

（１）補助金の額は定額とし、別表第１に定める小学校等又は課程の区分（以下「学校等の区

分」という。）ごとの都道府県補助金の幼児、児童又は生徒（以下「児童等」という。）１

人当たりの金額（当該金額が別に定める金額（学校等の区分毎に算出した経常的経費の児

童等１人当たりの額の２分の１の額）を超える場合は、その金額とする。）に応じた別に

定める国庫補助単価（特別な事情がある都道府県に係る場合にあっては、当該金額を別表

第２に定めるところにより補正して得た金額）に、以下の①及び②の合計数（都道府県補

助金の補助の対象とならない小学校等は除く。）を乗じて得た金額の合計額以内とする。 

 ①別に定める市町村の区域内にある私立の小学校等の当該年度の５月１日現在に在学して

いる児童等の数又は平成２２年５月１日現在に在学していた児童等の数に０．９を乗じた

数のいずれか大きい方（ただし幼稚園については、当該年度の５月１日現在に在学してい

る園児の数又は平成２２年５月１日現在に在学していた児童等の数に０．９を乗じた数の
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いずれか大きい方に、当該年度の１月における幼稚園の始業日に在学している、当該年度

中に満３歳に達し当該年度の５月２日以降に入園した園児の数を加えた数）の学校等の区

分ごとの当該年度の合計数 

 ②当該都道府県の区域（①の別に定める市町村を除く。）内にある私立の小学校等の学則

で定めた収容定員（当該年度の５月１日現在に在学している児童等の数（ただし幼稚園に

ついては、当該年度の５月１日現在に在学している園児の数に、当該年度の１月における

幼稚園の始業日に在学している、当該年度中に満３歳に達し当該年度の５月２日以降に入

園した園児の数を加えた数）（以下「実員」という。）が当該収容定員に満たない場合に

は、実員とする。また、当該収容定員を超過した場合であっても、超過した数を限度とし

て東日本大震災により転入学した児童等の数を加えることができる。）の学校等の区分ご

との当該年度の合計数 

   

 （２）補助金の額は定額とし、別表第１に定める小学校等又は課程の区分（以下「学校等の区

分」という。）ごとの都道府県補助金の幼児、児童又は生徒（以下「児童等」という。）１

人当たりの金額（当該金額が別に定める金額（学校等の区分毎に算出した経常的経費の児

童等１人当たりの額の２分の１の額）を超える場合は、その金額とする。）に応じた別に

定める国庫補助単価（特別な事情がある都道府県に係る場合にあっては、当該金額を別表

第２に定めるところにより補正して得た金額）に、当該都道府県の区域内にある私立の小

学校等の当該年度の５月１日現在に在学している児童等の数又は平成２２年５月１日現在

に在学していた児童等の数に０．９を乗じた数のいずれか大きい方（ただし幼稚園につい

ては、当該年度の５月１日現在に在学している園児の数又は平成２２年５月１日現在に在

学していた児童等の数に０．９を乗じた数のいずれか大きい方に、当該年度の１月におけ

る幼稚園の始業日に在学している、当該年度中に満３歳に達し当該年度の５月２日以降に

入園した園児の数を加えた数）の学校等の区分ごとの当該年度の合計数（都道府県補助金

の補助の対象とならない小学校等は除く。）を乗じて得た金額の合計額以内とする。 

 

（３）補助金の額は定額とし、別表第１に定める小学校等又は課程の区分（以下「学校等の区

分」という。）ごとの都道府県補助金の幼児、児童又は生徒（以下「児童等」という。）１

人当たりの金額（当該金額が別に定める金額（学校等の区分毎に算出した経常的経費の児

童等１人当たりの額の２分の１の額）を超える場合は、その金額とする。）に応じた別に

定める国庫補助単価（特別な事情がある都道府県に係る場合にあっては、当該金額を別表

第２に定めるところにより補正して得た金額）に、当該都道府県の区域内にある私立の小

学校等の学則で定めた収容定員（当該年度の５月１日現在に在学している児童等の数（た

だし幼稚園については、当該年度の５月１日現在に在学している園児の数に、当該年度の

１月における幼稚園の始業日に在学している、当該年度中に満３歳に達し当該年度の５月

２日以降に入園した園児の数を加えた数）（以下「実員」という。）が当該収容定員に満

たない場合には、実員とする。また、当該収容定員を超過した場合であっても、超過した

数を限度として東日本大震災により転入学した児童等の数を加えることができる。）の学

校等の区分ごとの当該年度の合計数（都道府県補助金の補助の対象とならない小学校等は

除く。）を乗じて得た金額の合計額以内とする。 

 

第４条 平成２５年度については、東日本大震災による児童等の数の変動を勘案し、第３条第１

項の規定にかかわらず、岩手県及び宮城県においては（１）のとおり、福島県においては（２）

のとおり、その他の都道府県については前条（３）と同じく取り扱うものとする。 

（１）補助金の額は定額とし、別表第１に定める小学校等又は課程の区分（以下「学校等の区

分」という。）ごとの都道府県補助金の幼児、児童又は生徒（以下「児童等」という。）１

人当たりの金額（当該金額が別に定める金額（学校等の区分毎に算出した経常的経費の児

童等１人当たりの額の２分の１の額）を超える場合は、その金額とする。）に応じた別に

定める国庫補助単価（特別な事情がある都道府県に係る場合にあっては、当該金額を別表

第２に定めるところにより補正して得た金額）に、以下の①及び②の合計数（都道府県補

助金の補助の対象とならない小学校等は除く。）を乗じて得た金額の合計額以内とする。 
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 ①別に定める市町村の区域内にある私立の小学校等の学則で定めた収容定員（当該年度の

５月１日現在に在学している児童等の数又は平成２２年５月１日現在に在学していた児童

等の数に０．９を乗じた数のいずれか大きい方（ただし幼稚園については、当該年度の５

月１日現在に在学している園児の数又は平成２２年５月１日現在に在学していた児童等の

数に０．９を乗じた数のいずれか大きい方に、当該年度の１月における幼稚園の始業日に

在学している、当該年度中に満３歳に達し当該年度の５月２日以降に入園した園児の数を

加えた数）（以下「実員」という。）が当該収容定員に満たない場合には、実員とする。ま

た、当該収容定員を超過した場合であっても、超過した数を限度として東日本大震災によ

り転入学した児童等の数を加えることができる。）の学校等の区分ごとの当該年度の合計

数 

 ②当該都道府県の区域（①の別に定める市町村を除く。）内にある私立の小学校等の学則

で定めた収容定員（当該年度の５月１日現在に在学している児童等の数（ただし幼稚園に

ついては、当該年度の５月１日現在に在学している園児の数に、当該年度の１月における

幼稚園の始業日に在学している、当該年度中に満３歳に達し当該年度の５月２日以降に入

園した園児の数を加えた数）（以下「実員」という。）が当該収容定員に満たない場合に

は、実員とする。また、当該収容定員を超過した場合であっても、超過した数を限度とし

て東日本大震災により転入学した児童等の数を加えることができる。）の学校等の区分ご

との当該年度の合計数 

   

 （２）補助金の額は定額とし、別表第１に定める小学校等又は課程の区分（以下「学校等の区

分」という。）ごとの都道府県補助金の幼児、児童又は生徒（以下「児童等」という。）１

人当たりの金額（当該金額が別に定める金額（学校等の区分毎に算出した経常的経費の児

童等１人当たりの額の２分の１の額）を超える場合は、その金額とする。）に応じた別に

定める国庫補助単価（特別な事情がある都道府県に係る場合にあっては、当該金額を別表

第２に定めるところにより補正して得た金額）に、当該都道府県の区域内にある私立の小

学校等の学則で定めた収容定員（当該年度の５月１日現在に在学している児童等の数又は

平成２２年５月１日現在に在学していた児童等の数に０．９を乗じた数のいずれか大きい

方（ただし幼稚園については、当該年度の５月１日現在に在学している園児の数又は平成

２２年５月１日現在に在学していた児童等の数に０．９を乗じた数のいずれか大きい方に、

当該年度の１月における幼稚園の始業日に在学している、当該年度中に満３歳に達し当該

年度の５月２日以降に入園した園児の数を加えた数）（以下「実員」という。）が当該収

容定員に満たない場合には、実員とする。また、当該収容定員を超過した場合であっても、

超過した数を限度として東日本大震災により転入学した児童等の数を加えることができ

る。）の学校等の区分ごとの当該年度の合計数（都道府県補助金の補助の対象とならない

小学校等は除く。）を乗じて得た金額の合計額以内とする。 

 

第５条 平成２６年度については、東日本大震災による児童等の数の変動を勘案し、第３条第１

項の規定にかかわらず、岩手県及び宮城県においては前条（１）、福島県においては前条（２）、

その他の都道府県については附則第３条（３）と同じく取り扱うものとする。 

 

第６条 平成２７年度については、東日本大震災による児童等の数の変動を勘案し、第３条第１

項の規定にかかわらず、岩手県及び宮城県においては附則第４条（１）、福島県においては附

則第４条（２）、その他の都道府県については附則第３条（３）と同じく取り扱うものとする。 

 

第７条 平成２８年度については、東日本大震災による児童等の数の変動を勘案し、第３条第１

項の規定にかかわらず、宮城県においては附則第４条（１）、福島県においては附則第４条（２）、

その他の都道府県については附則第３条（３）と同じく取り扱うものとする。 

 

第８条 平成２９年度については、東日本大震災による児童等の数の変動を勘案し、第３条第１

項の規定にかかわらず、宮城県においては附則第４条（１）、福島県においては附則第４条（２）、

その他の都道府県については附則第３条（３）と同じく取り扱うものとする。 
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第９条 平成３０年度については、東日本大震災による児童等の数の変動を勘案し、第３条第１

項の規定にかかわらず、宮城県においては（１）のとおり、福島県においては（２）のとおり、

その他の都道府県については附則第３条（３）と同じく取り扱うものとする。 

（１）補助金の額は定額とし、別表第１に定める小学校等又は課程の区分（以下「学校等の区

分」という。）ごとの都道府県補助金の幼児、児童又は生徒（以下「児童等」という。）１

人当たりの金額（当該金額が別に定める金額（学校等の区分毎に算出した経常的経費の児

童等１人当たりの額の２分の１の額）を超える場合は、その金額とする。）に応じた別に

定める国庫補助単価（特別な事情がある都道府県に係る場合にあっては、当該金額を別表

第２に定めるところにより補正して得た金額）に、以下の①及び②の合計数（都道府県補

助金の補助の対象とならない小学校等は除く。）を乗じて得た金額の合計額以内とする。 

 ①別に定める市町村の区域内にある私立の小学校等の学則で定めた収容定員（当該年度の

５月１日現在に在学している児童等の数又は平成２２年５月１日現在に在学していた児童

等の数に０．８５を乗じた数のいずれか大きい方（ただし幼稚園については、当該年度の

５月１日現在に在学している園児の数又は平成２２年５月１日現在に在学していた児童等

の数に０．８５を乗じた数のいずれか大きい方に、当該年度の１月における幼稚園の始業

日に在学している、当該年度中に満３歳に達し当該年度の５月２日以降に入園した園児の

数を加えた数）（以下「実員」という。）が当該収容定員に満たない場合には、実員とす

る。また、当該収容定員を超過した場合であっても、超過した数を限度として東日本大震

災により転入学した児童等の数を加えることができる。）の学校等の区分ごとの当該年度

の合計数 

 ②当該都道府県の区域（①の別に定める市町村を除く。）内にある私立の小学校等の学則

で定めた収容定員（当該年度の５月１日現在に在学している児童等の数（ただし幼稚園に

ついては、当該年度の５月１日現在に在学している園児の数に、当該年度の１月における

幼稚園の始業日に在学している、当該年度中に満３歳に達し当該年度の５月２日以降に入

園した園児の数を加えた数）（以下「実員」という。）が当該収容定員に満たない場合に

は、実員とする。また、当該収容定員を超過した場合であっても、超過した数を限度とし

て東日本大震災により転入学した児童等の数を加えることができる。）の学校等の区分ご

との当該年度の合計数 

 

（２）補助金の額は定額とし、別表第１に定める小学校等又は課程の区分（以下「学校等の区

分」という。）ごとの都道府県補助金の幼児、児童又は生徒（以下「児童等」という。）１

人当たりの金額（当該金額が別に定める金額（学校等の区分毎に算出した経常的経費の児

童等１人当たりの額の２分の１の額）を超える場合は、その金額とする。）に応じた別に

定める国庫補助単価（特別な事情がある都道府県に係る場合にあっては、当該金額を別表

第２に定めるところにより補正して得た金額）に、当該都道府県の区域内にある私立の小

学校等の学則で定めた収容定員（当該年度の５月１日現在に在学している児童等の数又は

平成２２年５月１日現在に在学していた児童等の数に０．８５を乗じた数のいずれか大き

い方（ただし幼稚園については、当該年度の５月１日現在に在学している園児の数又は平

成２２年５月１日現在に在学していた児童等の数に０．８５を乗じた数のいずれか大きい

方に、当該年度の１月における幼稚園の始業日に在学している、当該年度中に満３歳に達

し当該年度の５月２日以降に入園した園児の数を加えた数）（以下「実員」という。）が

当該収容定員に満たない場合には、実員とする。また、当該収容定員を超過した場合であ

っても、超過した数を限度として東日本大震災により転入学した児童等の数を加えること

ができる。）の学校等の区分ごとの当該年度の合計数（都道府県補助金の補助の対象とな

らない小学校等は除く。）を乗じて得た金額の合計額以内とする。 

 

第１０条 令和元年度については、東日本大震災による児童等の数の変動を勘案し、第３条第１

項の規定にかかわらず、宮城県においては附則第９条（１）、福島県においては附則第９条（２）、

その他の都道府県については附則第３条（３）と同じく取り扱うものとする。 
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第１１条 令和２年度については、東日本大震災による児童等の数の変動を勘案し、第３条第１

項の規定にかかわらず、宮城県においては附則第９条（１）、福島県においては附則第９条（２）、

その他の都道府県については附則第３条（３）と同じく取り扱うものとする。 

 

第１２条 令和３年度については、東日本大震災による児童等の数の変動を勘案し、第３条第１

項の規定にかかわらず、福島県においては附則第９条（２）と同じく取り扱うものとする。 

 

第１３条 別表第２の４の規定中学校法人には、幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法

人を含むものとする。 

 

第１４条 令和５年度については、令和６年能登半島地震による児童等の数の変動を勘案し、第

３条第１項の規定にかかわらず、次のとおり取り扱うものとする。 

 補助金の額は定額とし、別表第１に定める小学校等又は課程の区分（以下「学校等の区分」と

いう。）ごとの都道府県補助金の幼児、児童又は生徒（以下「児童等」という。）１人当たりの

金額（当該金額が別に定める金額（学校等の区分毎に算出した経常的経費の児童等１人当たりの

額の２分の１の額）を超える場合は、その金額とする。）に応じた別に定める国庫補助単価（特

別な事情がある都道府県に係る場合にあっては、当該金額を別表第２に定めるところにより補

正して得た金額）に、当該都道府県の区域内にある私立の小学校等の学則で定めた収容定員（当

該年度の５月１日現在に在学している児童等の数（ただし幼稚園については、当該年度の５月１

日現在に在学している園児の数に、当該年度の１月における幼稚園の始業日に在学している、当

該年度中に満３歳に達し当該年度の５月２日以降に入園した園児の数を加えた数）（以下「実員」

という。）が当該収容定員に満たない場合には、実員とする。）（以下「収容定員内実員」とい

う。）の学校等の区分ごとの当該年度の合計数（都道府県補助金の補助の対象とならない小学校

等は除く。）を乗じて得た金額の合計額以内とする。なお、令和６年能登半島地震の影響により

転入学等した児童等が在籍する小学校等又は課程においては、収容定員内実員について、当該児

童等の数を加えた数とすることができる。 

 

第１５条 令和６年度については、令和６年能登半島地震による児童等の数の変動を勘案し、第

３条第１項の規定にかかわらず、次のとおり取り扱うものとする。 

 補助金の額は定額とし、別表第１に定める小学校等又は課程の区分（以下「学校等の区分」と

いう。）ごとの都道府県補助金の幼児、児童又は生徒（以下「児童等」という。）１人当たりの

金額（当該金額が別に定める金額（学校等の区分毎に算出した経常的経費の児童等１人当たりの

額の２分の１の額）を超える場合は、その金額とする。）に応じた別に定める国庫補助単価（特

別な事情がある都道府県に係る場合にあっては、当該金額を別表第２に定めるところにより補

正して得た金額）に、当該都道府県の区域内にある私立の小学校等の学則で定めた収容定員（当

該年度の５月１日現在に在学している児童等の数（ただし幼稚園については、当該年度の５月１

日現在に在学している園児の数に、当該年度の１月における幼稚園の始業日に在学している、当

該年度中に満３歳に達し当該年度の５月２日以降に入園した園児の数を加えた数）（以下「実員」

という。）が当該収容定員に満たない場合には、実員とする。）（以下「収容定員内実員」とい

う。）の学校等の区分ごとの当該年度の合計数（都道府県補助金の補助の対象とならない小学校

等は除く。）を乗じて得た金額の合計額以内とする。なお、令和６年能登半島地震の影響により

転入学等した児童等が在籍する小学校等又は課程においては、収容定員内実員に算入されてい

ない当該児童等が在籍する場合、その数を収容定員内実員に加えることができる。 
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別表第１ 

学 校 等 の 区 分 

幼 稚 園 

小 学 校 

中 学 校 

義 務 教 育 学 校 

高 等 学 校 （ 全 日 制 ・ 定 時 制 ） 

高 等 学 校 （ 広 域 以 外 の 通 信 制 課 程 ） 

中 等 教 育 学 校 

幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 

 

 

別表第２ 

特別な事情がある都道府県に係る補正 

 

１．都道府県が、幼稚園又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、幼稚園教諭

の一種免許状の保有の促進を図るという事由に基づき、都道府県補助金を増額して交付した

場合は、当該都道府県については、別に定める国庫補助単価を増額するものとする。 

 

２．都道府県が、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は幼保

連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、経営の効率化や学校規模の適正化（入学定

員の変更等）など経営改善に向けた計画を作成し実施するという事由に基づき、都道府県補

助金を増額して交付した場合は、当該都道府県については、別に定める国庫補助単価を増額

するものとする。 

 

３．都道府県が、幼稚園を設置する学校法人に対し、幼稚園教員の人材確保に関する取組の促

進を図るという事由に基づき、都道府県補助金を増額して交付した場合は、当該都道府県に

ついては、別に定める国庫補助単価を増額するものとする。 

 

４．都道府県が、東日本大震災において被災した幼稚園（当該幼稚園から移行した幼保連携型

認定こども園を含む。）、小学校（当該学校から移行した義務教育学校を含む）、中学校（当

該学校から移行した義務教育学校を含む）、高等学校又は中等教育学校を設置する学校法人

に対し、教育環境の復旧を図るという事由に基づき、都道府県補助金を増額して交付した場

合は、当該都道府県については、別に定める国庫補助単価を増額するものとする。ただし、

別に定める国庫補助単価に学校等の区分ごとの第３条に規定する収容定員を乗じて得た額

が都道府県補助金を増額して交付した額を超える場合は、国庫補助単価を増額せず、都道府

県補助金を増額して交付した額を第３条の補助金額に加えるものとする。 

 

５．都道府県が、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校（通信制の課程を除く。）

又は中等教育学校（通信制の課程を除く。）を設置する学校法人に対し、学校等の授業の過
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程における資料のインターネット送信について、文化庁長官の指定管理団体に支払うことで、

教育の現場において、個別の許諾を要することなく、必要な限度で、原則として様々な著作

物をより円滑に利用するという事由に基づき、都道府県補助金を増額して交付した場合は、

当該都道府県については、別表第３に定める１人当たりの補償金額（年額）に、消費税法（昭

和 63 年法律第 108号）及び地方税法（昭和 25年法律第 226号）に規定する消費税等に相当

する金額を加算した額の２分の１以内を増額するものとする。 

 

 

 

 

別表第３ 

学校等の区分 １人当たりの補償金額（年額） 

幼 稚 園 60円 

小 学 校 120円 

中 学 校 180円 

義 務 教 育 学 校 １学年～６学年 120円 

７学年～９学年 180円 

高 等 学 校 420円 

専攻科 720円 

中 等 教 育 学 校 １学年～３学年 180円 

４学年～６学年 420円 

専攻科 720円 

※別途、本表の補償金額には、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び地方税法（昭和 25 年法

律第 226号）に規定する消費税等に相当する金額を加算する。 

 


